
所
得
割
は
、
加
入
者
の
収
入
に

応
じ
て
か
か
り
ま
す
。
総
所
得
額

(

収
入
額
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す)

か

ら
33
万
円
を
引
い
た
額
に
、
７
・

12
㌫
を
乗
じ
た
額
に
な
り
ま
す
。

加
入
者
全
員
か
ら
等
し
く
負
担

し
て
い
た
だ
く
の
が
均
等
割
で
す
。

均
等
割
は
年
額
３
万
８
千
426
円
で

す
が
、
加
入
者
の
所
得
に
応
じ
、

７
割
・
５
割
・
２
割
の
３
区
分
で
軽

減
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す(

左

ペ
ー
ジ
参
照)

。

保
険
料
は
、
①
年
金
を
年
間
18

万
円
以
上
受
給
し
て
い
る
か
た
は
、

原
則
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
、
②

そ
れ
以
外
の
か
た
は
納
付
書
で
金

融
機
関
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

４
月
か
ら
、
秋
田
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で

構
成
す
る
広
域
連
合
が
運
営
す
る
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」。
75
歳
以
上
の
す
べ
て
の
か
た

が
加
入
す
る
新
し
い
医
療
制
度
で
す(
65
歳
以

上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
か
た
も
含
む)

。

こ
の
ほ
ど
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。
保
険

料
は
、
県
内
す
べ
て
同
じ
算
定
方
法
に
な
り
、

２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
か
た
は
、
現
在
加

入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
を
脱

退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
を
二

重
に
納
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
扶
養
に

な
っ
て
い
た
か
た
の

保
険
料
は
…

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

所
得
割

均
等
割

対
象

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

「
会
社
勤
め
の
息
子
の
健
康
保
険

の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
」
な
ど
の

理
由
で
、
こ
れ
ま
で
保
険
料
を
納

め
て
い
な
か
っ
た
か
た
か
ら
も
、

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
は
均

等
割
の
み
で
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
後
２
年
間
は
半
額
に

な
り
ま
す
。
平
成
20
年
度
は
特
例

と
し
て
、
半
額
の
さ
ら
に
９
割
を

軽
減
し
、
10
月
か
ら
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
加
入

後
３
年
目
以
降
の
保
険
料
は
、
収

入
状
況
に
応
じ
て
算
定
し
ま
す
。

75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

所
得
割
の
率
▼
７
・
12
㌫

均
等
割
の
額
▼
３
８,
４
２
６
円(

年
額)

※
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
！

４
月
か
ら
の
保
険
料

安心して医療を受けられるように

納
付
方
法

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
高
齢
者

の
医
療
費
が
増
え
続
け
る
な
か
、
高
齢

者
の
か
た
が
た
が
自
分
た
ち
で
負
担
す

る
医
療
費
の
割
合
を
明
確
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。
75
歳
以
上
の
か
た
に

か
か
る
医
療
費(

自
己
負
担
分
を
除
く)

の

１
割
を
保
険
料
と
し
て
負
担
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

02

●75歳以上の医療費の負担割合



秋
田
市
障
害
福
祉
課
医
療
福
祉
室

tel(

８
６
６)

２
５
１
３

秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

tel(

８
３
８)

０
６
１
０

●２人暮らしの夫婦
●年金収入のみ
●２人とも75歳以上で、これまで
国民健康保険に加入していた

●夫(世帯主)年金収入180万円
(総所得額60万円)

●妻(配偶者)年金収入140万円
(総所得額20万円)

所得割・夫　(60万円ー33万円)×
7.12％＝19,224円

所得割・妻　(20万円ー33万円)×
7.12％＝０円

均等割　夫婦のそれぞれの総所得
額から15万円(高齢者特別控除)を
差し引き、合算すると50万円とな
り、均等割額は５割軽減に該当し
ます。よって均等割額は、
38,426円×(1ー0.5)
＝19,213円(夫婦それぞれ)

●夫の保険料(年間)
所得割19,224円+
均等割19,213円＝38,437円

→38,400円
●妻の保険料(年額)
所得割０円+
均等割19,213円＝19,213円

→19,200円
(100円未満切り捨て)

●１人暮らしのBさん
●年金収入のみ
●75歳以上で、これまで国民健康
保険に加入していた

●年金収入200万円
(総所得額80万円)

所得割　(80万円ー33万円)×
7.12％＝33,464円

均等割　総所得額から15万円(高
齢者特別控除)を差し引くと65万
円となり、２割軽減に該当します。
よって均等割額は、
38,426円×(1ー0.2)＝30,740円
●Bさんの保険料(年額)
所得割33,464円+
均等割30,740円＝64,204円

→64,200円

●１人暮らしのAさん
●年金収入のみ
●75歳以上で、これまで国民健康
保険に加入していた

●年金収入150万円
(総所得額30万円)

所得割　(30万円ー33万円)×
7.12％＝０円

均等割　総所得額から15万円(高
齢者特別控除)を差し引くと15万
円になり、７割軽減に該当します。
よって均等割額は、
38,426円×(1ー0.7)＝11,527円
●Aさんの保険料(年額)
所得割０円+
均等割11,527円＝11,527円

→11,500円

保険料はこうなります

者
に
な
る
前
日
に
お
い
て
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
る

か
た

※
被
用
者
保
険
と
は
、
企
業
の
健

康
保
険
、政
府
管
掌
健
康
保
険
、

公
務
員
の
共
済
組
合
な
ど
の
健

康
保
険
で
、
国
民
健
康
保
険
は

該
当
し
ま
せ
ん
。

▼
平
成
20
年
度
分
１,
９
０
０
円

(

納
付
は
10
月
か
ら)

均
等
割
額
３
８,
４
２
６
円
×
1/2
×

(

１
ー
0.9)

＝
１,
９
０
０
円

▼
平
成
21
年
度
分
１
９,
２
０
０
円

均
等
割
額
３
８,
４
２
６
円
×
1/2

＝
１
９,
２
０
０
円

保
険
料(

４
月
に
加
入
の
場
合)

●
問
い
合
わ
せ

広報あきた １月18日号03

▼
▼

▼
▼▼

▼

▼

●基準＝同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得額が、
33万円を超えない世帯…７割軽減
33万円＋(24万5千円×被保険者数※)を超えない世帯…５割軽減
33万円＋(35万円×被保険者数)を超えない世帯…２割軽減

軽減区分は、同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得額をもと
に下記の基準により判定します。なお、国民健康保険と同様、当分
の間、年金収入で公的年金等控除を受けたかたは、高齢者特別控除
(15万円)を加味して軽減区分を判定します。

◆均等割の軽減は７割・５割・２割の３区分◆

※５割軽減の「被保険者数」は世帯主を除く人数です。


